
 参考資料６  

 

主要国における動物看護職の公的資格制度 

出典：「欧米における動物看護職制度」（日獣会誌 2010）、「米国における動物看護教育」（Veterinary Nursing Vol.24,No.2,2019）、Accreditation policies and procedures 

of CVTEA July 2020（米国）、Veterinary nurse registration rules 2017（英国）、Accreditation policies and procedures of ACOVENE January 2013。 

国名 米国 英国 豪州 

名称 Veterinary Technician（VT） Veterinary Nurse（VN） Veterinary Nurse（VN） 

位置づけ 各州の法令 国の制度（職業訓練制度） 国の制度（職業訓練制度） 

専門教育に進

むための要件 

初等中等教育を修了 

（12 年以上） 

初等中等教育を修了 

（11 年以上） 

初等中等教育を修了 

（10 年以上） 

資格要件 

（専門教育） 

・原則、米国獣医師会（AVMA）

が認定する２年間以上（2,700

時間）のカリキュラム 

・大学（４年） 

専門学校（２～３年） 

 

・王立獣医師協会（RCVS）が認定

する教育機関における職業訓練

（２年以上
※
） 

・大学（３～４年:2,450 時間以上） 
 

※ 職業訓練施設において 2,990時間以上勤務

しながら座学及び臨床実習（1,800時間相当）

を実施 

 

・国が認定する機関が策定したカ

リキュラムを行う機関を州政府

が認定し、職業訓練 

（１～３年） 

 

資格付与（国、

州、獣医師会

等） 

・カリキュラム修了後、非営利

団体である米国州獣医事委員

会協会が実施する試験

（VTNE）に合格する必要 

・VTNE 合格後、各州の法令に基

づき、非営利団体である州獣

医事委員会の認定を受ける必

要（認定にあたり、州によっ

ては試験を実施） 

・資格試験なし 

・職業訓練修了又は学位取得後に

RCVS に登録 

・資格試験なし 

・職業訓練修了後に州政府が資格

証明書を発行 

・WA（西オーストラリア州）で

は獣医師と同様に獣医事委員

会が登録 


